
 

 

群馬県妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク協議会 

 次第 

 

 

               

                日時：令和７年１０月７日（火）19:00～20:30 

              場所：県庁２９階２９２会議室（オンライン併用） 

 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

 

３ 議⾧選出 

 

４ 議事 

（１）妊産婦をめぐる状況について（資料１） 

（２）事業概要及び拠点病院委託案について（資料２） 

（３）人材育成のための研修案について（資料３） 

（４）妊産婦のメンタルヘルスに関する啓発資料案について（資料４） 

（５）今後のスケジュール 
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令和７年度群馬県妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク協議会（R7.10.7）出席者名簿

【委員】

No. 所　　属 職種 氏　　名
10/7（火）
会場参加

10/7（火）
オンラインのみ可

備考

1 群馬大学医学部附属病院精神科神経科（教授） 精神科医 神出　誠一郎 〇

2 群馬大学医学部附属病院産科婦人科（教授） 産婦人科医 岩瀬　明 △

3 群馬県医師会（理事） 精神科医 服部　徳昭 〇

4 群馬県医師会（理事） 産婦人科医 佐藤　雄一 〇

5 群馬県精神神経科診療所協会（会長） 精神科医 黒崎　成男

6 群馬県産婦人科医会（会長） 産婦人科医 永山　雅之 〇

7 日本精神科病院協会群馬県支部（支部長） 精神科医 服部　真弓

8 群馬大学医学部附属病院精神科神経科 精神科医 高橋　由美子

9 群馬大学医学部附属病院周産母子センター 産婦人科医 日下田　大輔 △

10 前橋赤十字病院産婦人科（副部長） 産婦人科医 井上　真紀 〇

11 群馬大学大学院保健学研究科（教授） 助産師・保健師 新井　陽子 〇

12 群馬大学医学部附属病院母性看護外来
助産師

（母性看護専門看護師）
島名　梨沙 〇

13 前橋市こども支援課地域子育て係（課長補佐） 保健師 千葉　都 〇

14 沼田市健康課保健係（係長） 保健師 宇敷　佐和子 〇

15
館林市役所健康こども部健康推進課
母子保健第１係（係長）

保健師 大谷　直子 〇

16 伊勢崎保健福祉事務所 保健所長（医監） 高木　剛 〇 産婦人科専門医

17 こころの健康センター 所長 佐藤　浩司 〇 精神科専門医

【事務局】

1 課長 野村　孝昭 〇

2 室長 鳥塚　里香 〇

3 係長 西　優也 〇

4 副主幹 横堀　裕子 〇

5 係長 林　利幸 〇

6 主事 舩戸　啓太

7 係長 大山　要二 〇

8 主任 新島　怜子

医務課

障害政策課

児童福祉課

欠席

欠席

欠席

欠席

欠席
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妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク協議会設置要綱 

 

 

 

（設置） 

第１条 妊産婦のメンタルヘルスに関する支援について、次条に掲げる事項を検討するた

め、妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

 

（検討事項） 

第２条 協議会では、次の事項について検討する。 

（１）妊産婦のメンタルヘルス支援の実施体制に関すること 

（２）妊産婦のメンタルヘルスに関する普及啓発に関すること 

（３）妊産婦のメンタルヘルスに関する研修・症例検討に関すること 

（４）その他必要な事項に関すること 

 

（構成及び任期） 

第３条  協議会の構成は、関係団体の代表者及び関係行政機関の職員のうちから、２０ 

名以内の委員をもって構成する。 

２ 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（協議会） 

第４条  協議会は、群馬県生活こども部児童福祉課長（以下「児童福祉課長」という。）

が召集し、議長は児童福祉課長が指名する。 

 

（事務局） 

第５条 協議会の事務局は、群馬県生活こども部児童福祉課に置き、連絡調整、庶務等を

行う。 

 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、児童福祉課長

がこれを定める。 

 

附則 

この要綱は、令和７年９月１日より施行する。 
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資料２ 

「群馬県妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業」について 

 

１ 事業目的 

群馬県内における妊産婦のメンタルヘルスの診療に係る中核的な精神科医療機関を拠

点病院として選定するとともに、妊産婦のメンタルヘルス支援に関するコーディネーター

を配置し、精神科及び産婦人科医療機関、こころの健康センター、保健福祉事務所、市町

村母子保健担当課、産婦健診・産後ケア事業等、母子保健事業の実施機関が連携するため

のネットワークの構築を図る。 

 

２ 事業内容 

群馬県妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク構築事業では、段階的に以下の （１）

～（２）の取組を行う。 

（１）群馬県の取組 

 ア 協議会の設置 

妊産婦のメンタルヘルスケアに係る県内関係者を構成員とする妊婦のメンタルヘル

スに関する協議会を設置・開催する。群馬県妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワ

ーク協議会では、情報の共有、地域における連携体制・役割分担の決定等、妊産婦のメ

ンタルヘルスの課題に対応する地域のネットワーク体制の整備について協議等を行う。 

イ 妊産婦のメンタルヘルスに関する普及啓発  【資料４】 

妊産婦のメンタルヘルスに携わる関係機関の円滑な連携のため、妊産婦のメンタル

ヘルスに関する普及啓発を行う。 

ウ 妊産婦のメンタルヘルスの診療に対応可能な精神科医リストの作成 （R8 以降）  

地域の診療体制の見える化・整備のため、妊産婦のメンタルヘルスの診療が可能な地

域の精神科医療機関のリストを作成し、地域の関係機関と共有する。 

 

（２）拠点病院の取組 

  群馬県は、以下の取組を拠点病院に委託して実施する。 

ア 人材育成のための研修  【資料３】 

医療従事者や関係機関等を対象とした妊産婦のメンタルヘルスに関する研修や情報

提供を行う。 

イ 妊産婦のメンタルヘルスに関する相談実施 （R8～） 

拠点病院等にコーディネーターを配置し、市町村母子保健担当課等から支援が必要

な妊産婦の相談について対応を行う。 

ウ 関係者による症例検討の実施 （R8～） 

支援が必要な妊産婦を把握した場合に、拠点病院を含む医療機関の医師、看護職 （保

健師・助産師・看護師等）、関係機関等により、症例の共有・相談等を定期的に実施す

る。 
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資料２ 

 

 

３ 委託内容 

妊産婦のメンタルヘルスの課題に対応するため、群馬大学（大学院保健学研究科・医学部附属病院（母性看

護外来））を拠点病院とする。コーディネーターを配置し、各関係機関と連携したネットワーク体制の構築を図

る。 

 

４ 委託業務 

（１）人材育成のための研修（Ｒ７～） 

（２）妊産婦のメンタルヘルスに関する相談（Ｒ８～） 

（３）関係者による症例検討の実施（Ｒ８～） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点病院 

群馬大学（大学院保健学研究科・医学部附属病院） 

【コーディネーター配置】 

 

市町村母子保健担当課 

（保健センター） 

 

こころの健康センター 

保健福祉事務所 

支援が必要な妊産婦 

群馬県妊産婦のメンタルヘルスに関するネットワーク協議会 
＜関係機関＞ 

群馬県医師会、群馬県精神科病院協会、群馬県精神科診療所協会、 

群馬県産婦人科医会、保健福祉事務所、こころの健康センター、 

市町村母子保健担当課 

＜関係所属＞              

県医務課、県障害政策課  （事務局：群馬県児童福祉課） 

業務内容 

＜保健学研究科・母性看護外来＞（コーディネート業務） 

・人材育成のための研修（R7～） 

・妊産婦のメンタルヘルスに関する相談 （R8～） 

・関係者による症例検討の実施（R8～） 

＜精神科神経科＞ 

・重度ケースへのスーパーバイズ（R8～） 

業務内容 

・関係機関による協議会の設置及び開催（R7～） 

・妊産婦のメンタルヘルスに関する普及啓発（R7～） 

・妊産婦の診療に対応可能な精神科リストの作成（R8 以降） 

群馬県医師会、群馬県精神

科病院協会、群馬県精神科

診療所協会、群馬県産婦人

科医会 

地域の精神科医療機関・産

婦人科医療機関 

連携 

連携 
連携 

支援 

相談 

支援 
相談 
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資料３ 

人材育成のための研修案について 

 

１ 目的 

メンタルヘルスの課題を有する支援が必要な妊産婦について、対応方法や関係機関へつ

なぐタイミング等が市町村母子保健担当保健師等において課題となっている一方、精神科

医療機関の受診状況は逼迫し、妊産婦だけを優先受診させることが難しい状況である。 

市町村母子保健担当保健師等は、まずは対象者をアセスメントし、必要に応じて支援を

開始することが求められることから、妊産婦のメンタルヘルスに関する基礎知識や対応方

法について学び、心身の不調や育児不安を抱えた母親を適切な支援につなげることのでき

る人材を育成する。 

 

２ 対象 

市町村母子保健担当保健師、保健福祉事務所保健師、児童相談所保健師、産婦人科医療関

係者（県看護協会、県産婦人科医会に依頼）、助産所関係者（県助産師会依頼） 

 

３ 内容 

（１）実施方法 

１回目：オンライン  ２回目、３回目、４回目：対面 

 

（２）実施時期、スケジュール 

実施時期：令和７年 12 月～令和８年 3 月 

スケジュール：以下のとおり 

実施日 テーマ 

12 月 

オンライン 

(1) 周産期メンタルヘルスの現状と周産期ネットワーク構築事業について 

(2) 3 つの質問紙の使い方 

(3) 群馬大学附属病院母性看護外来での実践 

(4) 産後ケアにおけるメンタルヘルス支援 

1 月 

対面 

(5) EPDS で 9 点以上の母親への面接と支援 

(6) メンタルヘルス支援のためのコミュニケーション方法 

2 月 

対面 

(7) 家族面接とその支援 

(8) 出産体験とその支援 

3 月 

対面 

(9) ペリネイタルロスの支援 

(10) 事例検討 

 

４ 今後のスケジュール 

R7.11 月 案内送付 
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資料４ 

妊産婦のメンタルヘルスに関する啓発資料案について 

 

 

 

１ 目的 

妊産婦のメンタルヘルスに携わる関係機関の円滑な連携のため、関係機関向け妊産婦の

メンタルヘルスに関する普及啓発を行い、相互理解を深める。 

 

２ 方法 

妊産婦のメンタルヘルスに関する啓発資料を作成、周知する。 

 

３ 対象 

・市町村母子保健担当保健師、県保健福祉事務所保健師、児童相談所保健師 （県から通知） 

・産婦人科医療関係者（県産婦人科医会に依頼）、助産所関係者（県助産師会に依頼） 

・精神科医療機関（精神科病院協会、精神科診療所協会に依頼） 

 

４ 内容 

（１） 市町村母子保健担当課、産婦人科医療機関の方へ 

ア 精神科医療機関の受診状況について 

イ 気になる人を見つけたら 

ウ チェックポイント 

 

（２） 精神科医療機関の方へ 

ア 市町村母子保健担当課について 

イ 産婦人科医療機関について 

ウ チェックポイント 

 

５ 今後のスケジュール 

R7.11 月 資料作成 

R7.12 月 周知（データ配布） 

12



資料４ 

☑
☑

 

☑  
☑  
 

R7.11  
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